
第

二

千

七

百

八

十

七

号

平

成

二

十

八

年

十

月

四

日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
及
び
活
火
山
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の
防

止
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
三
項
の
知
事
が
定
め
る
区
域
に
関
す
る
告

示

(

防

災

課)

六
三
一
ペ
ー
ジ

○
有
害
興
行
の
指
定

(

私
学
振
興
・
青
少
年
課)

六
三
一

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定

(

砂

防

課)

六
三
二

○
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可

(

下

水

道

課)

六
三
二

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(
情
報
企
画
課)

六
三
二

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

六
三
三

○
公
共
測
量
の
終
了

(

用

地

課)

六
三
三

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
七
号

岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
及
び
活
火
山
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の
防
止
に
関
す
る
条
例(

平
成
二

十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
七
号)

第
二
条
第
三
項
の
知
事
が
定
め
る
区
域
を
次
の
と
お
り
定
め
、
平

成
二
十
八
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
及
び
活
火
山
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の
防
止
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第

三
項
の
知
事
が
定
め
る
区
域
に
関
す
る
告
示(

平
成
二
十
七
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号)

は
、

平
成
二
十
八
年
十
一
月
三
十
日
限
り
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
危
機
管
理
部
防
災
課
及
び
岐
阜
県
飛�
県
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
八
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
興
行
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
八
年
十
月
四
日



荏

名

映
画

種
類

お
嬢
さ
ん

(原
題
)
H
AN
D
M
AID
EN

淫
暴
の
夜
繰
り
返
す
正
夢

絶
倫
不
倫
ギ
ン
ギ
ラ
ギ
ン
に
い
や
ら
し
く

恋
す
る
プ
リ
ン
セ
ス
ぷ
り
ん
ぷ
り
ん
な
お
尻

巨
乳
vs巨
根
～
倒
錯
す
る
塔
愛
～

変
態
だ

題
名

等

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
二
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線

及
び
標
柱
一
号
と
十
二
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域(

次
の
図
に

示
す
と
お
り
と
す
る
。)

高
山
市
江
名
子
町

二
五
四
三
番
二

一
号

二
六
七
三
番
六

二
号

二
六
七
三
番
七

三
号

二
五
六
一
番

四
号

二
五
七
二
番

五
号

フ
ァ
ン
ト
ム
・
フ
ィ

ル
ム

(
韓
国
)

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
東
宝
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

松
竹
ブ
ロ
ー
ド
キ
ャ

ス
テ
ィ
ン
グ

配
給
会
社
名
等

二
六
七
三
番
一
六

六
号

二
六
七
三
番
一
九

七
号

二
五
八
一
番
一

八
号

二
五
七
一
番

九
号

二
五
六
八
番

十
号

二
五
六
五
番
二

十
一
号

二
五
四
四
番
一

十
二
号

２
指
定
年
月
日

平
成
28年
10月
４
日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
､
又
は
著
し
く
残
忍
性
を
助
長
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成

を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務

所
及
び
高
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
十
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
垣
都
市
計

画
下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

垂
井
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

大
垣
都
市
計
画
下
水
道
事
業

垂
井
町
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

平
成
五
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら

平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第
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恵
那
二
期
地
区

施
行
に
係
る
地
区
名

恵

那

市

役

所

縦

覧

場

所

平
成
二
八
・
一
〇
・

四
か
ら

同

・
一
一
・

二
ま
で

縦

覧

期

間

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
業
務
用
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等
の
構
築
及
び
運
用
保

守
業
務
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
28年
７
月
14日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
28年
８
月
24日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
錦
一
丁
目
11番
11号

名
古
屋
イ
ン
タ
ー
シ

テ
ィ
12階

ネ
ッ
ト
ワ
ン
シ
ス
テ
ム
ズ
株
式
会
社
中
部
支
社

支
社
長
中
村
淳
一

６
落
札
金
額
597,240,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
総
務
部
情
報
企
画
課
情
報
シ
ス
テ
ム
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
防
衛
省
東
海
防
衛
支
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。平

成
二
十
八
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

防
衛
省
東
海
防
衛
支
局

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

用
地
実
測
図
作
成
及
び
基
準
点
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
三
日
か
ら

同

年
八
月
十
二
日
ま
で

四

作
業
地
域

各
務
原
市
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平
成
二
十
八
年
十
月
四
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


